
○たつの市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付規則 

令和元年５月１７日 

規則第１３号 

改正 令和３年３月１日規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、たつの市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成３０年条例第

２１号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、保存地区内の土地又は建

築物等の所有者等が行う修理、修景等に対する経費に対し、予算の範囲内でたつの

市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 伝統的建造物 保存計画で伝統的建造物に決定された物件をいう。 

(２) 保存地区 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１４２条に規定す

る伝統的建造物群保存地区をいう。 

(３) 保存計画 条例第３条に規定する保存地区の保存に関する計画をいう。 

(４) 建築物等 保存地区内における建築物その他の工作物をいう。 

(５) 所有者等 建築物等の所有者及び管理責任者をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、保存地区内の土地又は建築物等の所有者等

であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 保存計画に基づく事業を行うもの 

(２) 市税を滞納していないもの 

（補助対象となる事業の種類等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業の種類、補助対象経費、補助率及び補助限度

額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費が１０万円以下のものは

補助対象としない。 

２ 補助金の額は、別表補助対象経費欄に掲げる区分ごとに、同表補助率欄に掲げる

率を乗じて得た額とし、同表補助限度額欄に掲げる額を上限とする。この場合にお

いて、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第５条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 収支予算書（様式第２号） 



(２) 設計図書（工事内容が確認できるもの） 

(３) 工事費見積書及び見積明細書 

(４) 現況カラー写真 

(５) 市税の完納証明書 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査するとと

もに必要に応じて現地調査を実施し、当該申請が適当であると認めたときは、補助

金の交付を決定（以下「交付決定」という。）し、伝統的建造物群保存地区保存事

業補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、

その理由を付して伝統的建造物群保存地区保存事業補助金却下通知書（様式第４号）

により、申請者に通知するものとする。 

（変更申請等） 

第７条 前条第１項の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ伝統的建造物群保存地区保存

事業補助金変更交付申請書（様式第５号）に市長が必要と認める書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請

が適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、伝統的建造物群保存

地区保存事業補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、伝統的建造物群保存地区保存事

業補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 収支報告書（様式第８号） 

(２) 実施設計図書 

(３) 補助事業の経過及び成果を証する書類 

(４) 完成カラー写真 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査する

とともに必要に応じて現地調査を実施し、当該報告が適当であると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付確定

通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 



（補助金の交付） 

第１０条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付するもの

とし、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、伝統的建造物群保存

地区保存事業補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

(２) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条に規定する交付決定を取り消した場合において、当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ず

るものとする。 

（書類の整備） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の状況及び収支その他関係書類を整備し、補助事

業完了の翌年度から５年間保管しなければならない。 

（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１日規則第５号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

事業の種

類 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

（万円） 

伝統的建

造物の修

理 

建築物（主

屋・離れ・

土蔵・納

屋・寺社） 

外観を保存計画の修理基準に基づき修理

するために要する経費（構造耐力上主要

な部分の修理及び補強並びに耐震性等防

災性能向上に要する経費を含む。） 

８／１０ ８００ 

その他の

工作物

（門・塀） 

保存計画の修理基準に基づき修理するた

めに要する経費 

３００ 

伝統的建

造物以外

の建築物

建築物 新築、増築、改築、移転又は修繕、模様

替え若しくは色彩の変更で、外観を保存

計画の修景基準に基づき修景するために

６／１０ ６００ 



等の修景 要する経費 

その他の

工作物 

保存計画の修景基準に基づき修景するた

めに要する経費 

２００ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

 


